
平成30年8月1日

「健康保険被扶養者認定取扱要領」の策定について （お知らせ）

平素は、当健康保険組合の事業運営について、格別 のご理解 とご協力 を賜 り、厚 くお

礼 申 し上 げます。

さて、被扶養者の認定 については、健康保険法、関係法令及び関係 通達等に基づ き、

被保険者 の届出によ り、被扶養者 としての届出に係 る者 （認定対象者 ）の収入、家計の

実態及び社会通念等を総合的に勘案 して行 うこととされています。

このたび、被扶養者資格 の判定 を公平に行 うために、「健康保険被扶養者認定取扱要領」

（平成30年8月1日 か ら実施） を、別添の とお り策定 しま したので、お知 らせいた し

ます。

今後は、この取扱要領 に基づいて円滑に実施で きるよ う、特段のご配意 をお願 いいた

します。



魎

健康保険被扶養者認定取扱要領

兵庫県建築健康保険組合

（目的）

第1条 この取扱要領 は、被扶養者 に異動 （該当 ・不該 当 ・変更 ・訂正）があった場合、

被保険者 か ら提 出 され る被扶養者 （異動）届 について、兵庫県建築健康保 険組合 （以下

「組合」 とい う。）における被扶養者資格 の判定 を公平に行 うた めに定 めるものである。

（認定の基本的考え方）

第2条 被扶養者の認定に当たっては、健康保険法、関係法令及び関係通達等に基づき、

被保険者の届出により、被扶養者 としての届出に係る者 （以下 「認定対象者」とい う。）

の収入、家計の実態及び社会通念等を総合的に勘案して行 うものとする。

（被扶養者 の範囲）

第3条 被扶養者 とは、主 としてその被保険者 により生計 を維持す るもので、次 に掲 げる

者 をい う。

（1）被保険者 の直系尊属、配偶者 （届出を していないが、事実上婚姻 関係 と同様 の事 情

にある者 を含む。’以下同 じ。）、子、孫及び兄弟姉妹

② 被保 険者の三親等 内の親族で、前号に掲 げる者以外 のものであって、その被保険者

と同一の世帯に属す るもの

（3）被保険者 の配偶者 で届出を していないが事実上婚姻 関係 と同様の事情にあるものの

父母及び子であって、その被保険者 と同一の世帯に属す るもの

（4）前号の配偶者 の死亡後 におけるその父母及び子であって、引き続 きそ の被保険者 と

同一 の世帯 に属す るもの

（認定の基準）

第4条 前条に定める被扶養者の認定要件のうち 「主としてその被保険者により生計を維

持するもの」に該当するか否かの判定は、次のとお り、認定対象者の収入及び被保険者

との関連における生活の実態を総合的に勘案 して行 う。

団 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

① 認定対象者の収入がないか、又ば恒常的な年間の総収入の額が130万 円未満で、

被保険者の年収の半分未満であるとぎは、原則 として、被扶養者に該当するものと

する。

② ただ し、認定対象者の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、年収が13

0万 円未満で、被保険者の年収を上回 らないときは、その世帯の生計を総合的に勘

案 して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる

ときは、被扶養者に該当するものとする。

（2）認定対象者が被保険者 と同一世帯に属していない場合

認定対象者の収入がないか、又は恒常的な年間の総収入の額が130、 万円未満であ

って、かつ、被保険者からの援助金 （仕送 り額）より少ない ときは、原則 として、被

扶養者に該当するものとする。

2認 定対象者が60歳 以上の者である場合、又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年

金の受給要件に該当する程度の障害者である場合については、前項の収入の基準は18

0万 円未満とする。

3第1項 及び第2項 の基準によって取扱 うことを原則とするが、実際には、生活実態は
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さま ざまであるので、第1項 及び第2項 の基準 により認 定を行 うことが生活実態 と著 し

くかけ離れたもの とな り、かつ、社会通念上妥 当性 を欠 くと認 め られ る場合 には、その

具体的 な事情に照 らして最 も妥当 と認 め られ る認定を行 うものとす る。

［収入基準］

認定対象者 年 間 収 入
月 額 収 入

（年間収入の12分 の1）

日 額 収 入

（年間収入の360分 の1）

60歳 未満の者 130万 円未満 108，334円 未満 3，612円 未 満

60歳 以上 の者

又 は概 ね障害厚

生年金 の受給要

件 に該 当す る程

度の障害者

180万 円未満 150，000円 未満 5，000円 未満

（収入の範囲）

第5条 前条で定める収入の範囲は、次のとお りとする。

① 給与収入 （通勤手当を含む。）

② 事業収入 （農業、林業、漁業、商業、その他）

③ 不動産収入 （地代 ・家賃収入等）

④ 公的年金 （障害年金、遺族年金を含む。）

⑤ 実質的に収入 と認められるもの （雇用保険の失業給付の基本手当、健康保険の傷

病手当金 ・出産手当金等）

⑥ 投資収入 （株式配当金等）

⑦ 利子収入

⑧ 個人年金などで数年にわたり分割 して受給する場合

⑨ 被保険者以外からの収入 （生計費、養育費等）

2次 のような一時的な収入は、前条で定める収入の範囲としない。

① 退職金

② 一時金で受けた企業年金

③ 個人年金 ・生命保険の満期一時金

④ 貯蓄 （預貯金）の解約金

⑤ 雇用保険の高年齢求職者給付金

⑥ 雇用保険の短期雇用特例被保険者の特例一時金

⑦ 宝くじ

⑧ その他一時的な収入 と認められるもの

（認定対象者の収入の考え方）

第6条 認定対象者の収入の考え方は、次の とお りとす る。

（1）認 定対象者の収入は、認定を受 ける時点の収入 を年間に換算 して判断す る。

② 認定対象者 の年間収入は、過去 における収入ではなく、被扶養者 に該 当す る時点及

び認 定された以降の年間見込み収入であ り、将来に向かって判断す る。

（3）前年の年間収入又は直近3かHの 収入 を参考 にし、今後得 るであろ う額によ り判断

して も差 し支えないもの とす る。
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（4）収入の範囲 とは、「生計を維持す るために投入 し得 る収入額」であることから、給与

所得者の場合 は収入総額 （通勤手 当を含む。）であ り、 自営業者の場合 は収入総額から

その事業 を営むための最低限必要 な経費 （直接的必要経費） を差 し引いた残 りの額で

ある。

なお、 自営業者 の場合の収入総額か ら差 し引 く必要経費については、所得税法上で

認 められてい る必要経費 と異なり、扶養認定にあたっての必要経費は、それな しに事

業が成 り立たない経費 （直接的必要経費）で ある。

また、直接的必要経費の判断は、「所得税青色 申告決算書 ・損益計算書の経費内訳」

等か ら組合が決定す る。

① 直接的必要経費 （収入総 額か ら差 し引ける経費）

ア その費用 な しに事業が成 り立たない経費

・ 製造業 の原材料費や人件費な どの製品製造原価

・ 卸売業や小売業の仕入代 、これ に必要な運送経費 （荷造運賃）
・ サー ビス業の家賃、人件費
・ ピアノ講師のテキス ト代

・ 給料賃金

・ 外注工賃

・ 地代家賃

イ 事業に必要な備品等 に対するローンの元利返済額

② 間接的経費 （収入総額か ら差 し引けない経費）
・ 減価償却費 、退職引当金 （償却資産の購入時点や退職金の支払時点の現金支

出を直接的必要経費 とするため。）
・ 青色 申告特別控除 （納税 を適正 に取 り扱 うために帳簿 を備 え付 けることに対

する特典で現金の移動は生 じない。）
・ 生命保険料控除 （税法上の経費であ り、直接的経費 とは言えない。）
・ 貸倒金 、利子割引料、租税公課、水道光熱費、旅費交通費、通信費、広告宣

伝費、接待交際費、損害保険料、修繕費、消耗品費、福利厚生費、雑費 （直

接的必要経費 とは言えない。）

（5）雇用保険の失業給付 の 「基本手当」は収入 とみな し、基本手当の受給額 を年額に換

算 して収入要件を判断す る。

具体的には、60歳 未満の者 は、基本手当の給付 日額が3，612円 以上、60歳

以上の者や概ね厚生年金保険法による障害厚生年金 の受給要件に該当す る程度 の障害

者は、基本手当の給付 日額が5，000円 以上である場合、基本手当の受給 中は被扶

養者 に該 当 しない取扱 い とす る。

㈲ 健康保険の資格喪失後の傷病 手当金 ・出産手当金 も収入 とみ なし、前記の㈲ と同様

の取扱い とする。

（夫婦共 同扶養の場合 における被扶養者 の認定）

第7条 夫婦共同扶養 の場合 における被扶養者 の認定は、次のとお りとする。

1被 扶養者 とすべ き者 の人数にかかわ らず、年間収入 （当該被扶養者届が提出 された 日

の属す る年の前年分の年間収入 とす る。以下同じ。）の多い者の被扶養者 とす ることを原

則 とす る。

2夫 婦双方の年間収入が同程度 （※）である場合は、被扶養者の地位 の安定を図るため、

届出によ り、主 として生計を維持す る者 の被扶養者 とす る。

※ 「夫婦双方の年間収入が同程度」 とは、夫婦双方の年間収入の差額が、年間収

入の多い方の年間収入額の概ね1割 以内であることを目安 とす る。

3被 扶養者 でない配偶者 を有す る ときは、被扶養者 （異動）届に当該配偶者 の年間収入
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額 を記入す ることとす る。

（収入が基準額以上に増加 した ことによる被扶養者 の削除）

第8条 第6条 第3号 に より、直近3か 月の収入 を参考にす る場合で、直近3か 月の各月

とも月額収入の基準額以上 となるときは、被扶養者の要件を満た さないこととし、原則

として、4か 月 目の1日 を削除 日とす る。

2前 項 において、被保険者か ら、12か 月間の収入額は、基準額未満 を見込んでいる旨

の申し出があった場合は、被扶養者の資格を継続す ることとし、12か 月間の給与証明

書又は給与明細書の コピー等の提 出を求め、事後確認 を行 う。

3第2項 において、事後確認 を行 った結果、基準額以上 となる ときは、被扶養者の要件

を満たさない こととし、13か 月 目の1日 を削除 日とす る。

4第1項 又は第3項 において、被扶養者の資格が削除 された後、再認定す る場合は、第

6条 第1号 及び第2号 の規定に基づ き行 う。

（認定手続）

第9条

1被 保険者は、被扶養者 を有す るとき、又は被扶養者 を有す るに至った ときは、5日 以

内に、次 に掲 げる事項 を記載 した被扶養者 （異動）届 を、事業主 を経 由して組合に提出

す る。

（1）被扶養者の職業、収入、住所 、氏名、性別、生年月 日及び被保険者 との続柄

② 被扶養者 が被保険者 の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者 であるとき

は、同一の世帯に属 した年月 日及び扶養す るに至った理 由

（3）個人番号 （マイナ ンバー）

2前 項 に掲げる事項 に変更があった ときは、その都度 、事業主 を経 由して組合 に届 け出

る。

（添付書類）

第10条 マイナ ンバー を活用 した情報連携 により、直近の収入状況等 を確認す ることが

で きないため、前条の届 出には、別記の書類 を添付す るもの とす る。

2前 項 の規定にかかわ らず、組合は、被扶養者 の認定上、必要 と認 める書類の提出を求

めることができる。

（疑義の届 出）

第11条 被扶養者 の認 定の審査 の結果、届 出に疑義があるときは、組合 は、その理 由を

付 した書面を添付 して、届出書 を事業主に返戻す るもの とす る。

（認 定の効力等）

第12条 被扶養者の認定の効力は、原則 として、実際 に 「被扶養者 になった 日」（例 えば、

出生年 月 日 ・婚姻年月 日 ・退職年月 日の翌 日）に発生す るもの とす る。

なお、被保険者 資格取得時に被扶養者 を有す る場合は、 「被保険者資格取得年月 日」に

発生す るものとす る。

2被 扶養者 の不認定 （不承認）の効力は、原則 として、実施に 「被扶養者 でな くなった

日」 （死 亡による場合は死亡 日の翌 日、それ以外 の場合は非該 当になった当 日）に発生す

るもの とする。

（不認定の取扱 い）

第13条 被扶養者の認定の審査の結果、不認定 （不承認） を した場合、事業主を経由 し
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て、被保険者に対 し、不認定 （不承認）の理由を付 した書面に より通知す るもの とする。

（認定状況 の定期確認）

第14条 健康保険法施行規則 （以下 「規則」 とい う。）第50条 第1項 の規定に基づき、

被扶養者認 定状況 の定期確認 を、「被扶養者確認調書」 （以下 「調書」 とい う。） によ り、

原則 として、毎年9月 に実施す ることとす る。

（1）調書には、生計維持関係等の事実確認のた めの書類 （別記）を添付す ることとする。

② 組合 は、必要 に応 じて、マイナ ンバーを活用 した情報連携に より、生計維持関係等

の事実 を確認す ることができるもの とす る。

（3）定期確認 を行 った結果、被扶養者 の要件 を満た していないことが判明 した：場合、次

の とお り取 り扱 うこととす る。

① 認 定時には蝦疵がな く、その後 の事情 により被扶養者 の要件 を満たさない ことと

なった場合 には、当該要件 を満た さなくなった 日を削除 日として、被扶養者 （異動）

届 の提出を求めることとす る。収入が基準額以上に増加 した ことによ り被扶養者 の

要件 を満たさない こととなった場合 も同様 とす る。

なお、被扶養者の要件 を満た さなくなった 日を特 定す ることが困難で ある場合等

は、調書 の受付 日と調書の提 出期限 日とを比べて、早い 目を削除 日として、被扶養

者 （異動）届 の提 出を求めることができるものとす る。

② 認定時に蝦疵があ り、被扶養者の要件 を満た していない ことが判 明 した場合には、

認 定時に遡って取 り消す こととす る。

2調 書の提出時において、直近3か 月の収入 を4倍 して得 た額は、基準額以上 となるが、

被保険者 か ら当該年 （1月 ～12月 ）の収入額は、基準額未満 を見込んでいる旨の申 し

出があった場合 、又は調書における年間収入額が基準額未満であるが、基準額 との差が

少ない場合等 に、その年 の源泉徴収票 （通勤手当額 を付記す る。）の提 出を求めることと

す る。

なお、当該源泉徴収票において、収入額 （通勤手当額 を含む。）が基準額以上である場

合は、翌年 の1月1日 を削除 目として、被扶養者 （異動）届の提 出を求 めることがで き

るもの とす る。

3調 書が提出期限までに提出 されなかった場合 は、当該被保険者 の定期確認対象被扶養

者の被保 険者証は、規則第50条 第7項 の規定に基づき、無効 とす ることができるため、

調書の提 出期限 日を削除 日として、被扶養者 （異動）届の提 出を求 めることができるも

の とす る。

（その他）

第15条 本取扱要領 に定めのない事項及び見直 しを行 う必要がある事項については、理

事長が これを定める。

附 則

この取扱要領は、平成30年8月1日 か ら実施す る。
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lJ記

健康保険被扶養者の認定に必要な書i類

1収 入要件 を確認す るた めの書類 （収入があ る者全員）

（1）退職 したことにより収入要件 を満たす場 合

「退職証明書」又は 「雇用保険被保険者離職票 のコピー1

（2）給与収入がある場合

直近の 「源泉徴収票 （通勤手当の有無、及び有の場合は年間の通勤手 当額 を付記

す る。）のコピー」、直近3か 月分の 「給与証明書」又は 「給与明細書のコピー」

（3）自営 儂 業、林業、漁業、商業等）による収入、不動産収入がある場合

直近の 「確定 申告書 （収支内訳書を含む。）のコピー」

（4）年金受給中の場合

現在の年金受給額がわかる 「年金額の改定通知書等の コピー」

㈲ 雇用保険失業給付受給中の場合又は雇用保険失業給付 の受給終了

「雇用保険受給資格者証の コピー」

（6）障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金等の非課税対象 となる収入がある場

合

「受取金額のわかる通知書等の コピーj

（7）上記②～（6）以外 に他 の収入がある場合

上記 「②～（6）に応 じた書類」又は 「課税 （非課税）証明書」

2続 柄 を確認す る書類

被保 険者 と別姓の被扶養i者が対象 となる。

「被扶養者の戸籍謄本 （被保険者 との続柄がわかるもの）」等

ただ し、下記3に 該 当す る被扶養者で、添付 された被保険者世帯全員の住民票 （コ

ピー不可。個人番号の記載がないもの。）によ り、世帯主である被保険者 との続柄

が確認できる場合 を除 く。

3同 居確認のための書類

被扶養者 として認定 され るために同居が要件である者 （続柄が被保険者 の曾祖父母 ・

祖父母 ・父母 ・配偶者 ・子 ・孫 ・兄弟姉妹以外の者 が対象 となる。）

「被保険者 の世帯全員の住民票 （コピー不可。個人番号の記載がない もの。）」 （住

民票 により同居 の証明をす ることがで きない場合 は、民生委員等による同居 の証

明等）

4被 保険者か らの仕送 り額 を確認す るための書類

振込の場合は、 「預金通帳等のコピー」

送金の場合は、「現金書留の控 えのコピー」

※ 振込 （送金）者、振込 （送金）先 の者、振込 （送金）額 が明 らかである必

要があること。

※ 仕送 りが手渡 しによ り行われている場合は、原則 として、認め られないこ

と。
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5内 縁関係 を確認す るための書類

「内縁関係 にある両人の戸籍謄 （抄）本」

「被保険者の世帯全員 の住民票 （コピー不可。個人番号の記載 がない もの。）」

6海 外に在住し、日本国内に住所を有 しない被扶養者を認定する場合、被扶養者 （異動）

届に次の書類を添付する。

なお、次の書類が外国語で作成 されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名が

された 日本語の翻訳文を添付する。

（平成30年3月22日 付け各健康保険組合理事長宛厚生労働省保険局保険課長通知）

（1）被扶養者現況申立書

扶養認定を受ける家族の状況について、被保険者との続柄、収入状況及び仕送 り状

況などを被保険者が記載し、作成する。

② 身分関係、生計維持関係の確認書類

① 身分関係の確認

ア 被保険者 との続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

イ 直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族を扶養iする場

合は、上記のアの書類に加え、被保険者 と同居 していることが確認できる公

的証明書又はそれに準ずる書類

② 被扶養者の収入の確認 （被保険者と被扶養者が別居の場合）

被扶養者の年間収入が基準額未満であることが確認できる次のいずれかの書類

（収入がある場合）

公的機関又は勤務先から発行された収入証明書

（収入がない場合）

収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類

③ 被保険者の仕送 り額等の確認 （被保険者と被扶養者が別居の場合）

被扶養者に対する被保険者からの送金事実 と仕送 り額が確認できる書類 として、

金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳のコピー

※ 上記の② と③の額から、被扶養i者の年間収入が被保険者からの年間の仕送

り額未満であることが必要である。

④ 被扶養者の収入の確認 （被保険者 と被扶養者が海外で同居の場合）

被扶養者の年間収入が基準額未満であることが確認できる次のいずれかの書類

（収入がある場合）

公的機潤又は勤務先から発行 された収入証明書

（収入がない場合）

収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類

※ 被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の2分 の1未 満であることが必

要である。

［留意事項］

1所 得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族 となっている場合は、事業主

がその旨の確認 を行 い、証明す ることに よって、収入を確認す るための書類の添

付を省略す ることができる取扱い としていたが、税制改正に より平成30年 か ら

控 除対象 とな る配偶者 の要件 が変更された ことに伴い、その取扱いを廃止す るこ

と。

2住 民票 ・戸籍謄 （抄）本は、提出 日か ら90日 以内に発行 されたものであること。
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⌒
健康保険法における被扶養者の範囲 （三親等内の親族）

○ 生計維持関係が必要
’

［コ 生計維持関係と同一世帯要件が必要
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※被保険者の兄姉については、平成28年9月 まで生計維持関係と同一世帯要件が必要
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